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総 合 教 育 セ ン タ ー
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
構 造  鉄筋コンクリート造 
     地下１階地上３階塔屋 
敷地面積 5,639.00 ㎡ 
延床面積 7,708.24 ㎡ 
屋内施設 地下１階 理科準備室、理科・音楽・美術・家庭

科・技術工芸研修室、第６研修室、運動
機能・作業能力検査室、電気室、機械室 

１階    総務室、教育相談センター、第１研修
室、特別支援教育センター、相談スタッ
フルーム、多目的相談室、第１～５相談
室、教育相談室、第１・第２プレイルー
ム、ギャラリー、第１会議室 

２階    カリキュラムセンター、児童生徒教育相
談室、学校生活ルーム、健康教育資料
室、教育情報サロン（かわさき T's・スク
エア）、第３プレイルーム、聴能言語検査
室、日常生活ルーム、資料室、試写室 

３階   情報・視聴覚センター、第２～５研修
室、コンピュータ研修室、第２～４会議
室、情報処理室、調整室、スタジオ 

 
 

 
総合教育センターは、①学校教育・社会教育・家庭

教育に関し、時代に応じた基礎的、実践的、先導的な

調査研究及びそれぞれの教育関係職員などの研修を受

け持つ「教育センター」②市民の要請に応じられる幅

広い内容を持つ教育相談及び特別な教育的ニーズのあ

る子どもへの支援を中心とする「教育相談・特別支援

教育センター」③教育に関する情報及び資料・教材な

どの整備・蓄積と提供サービスを行う先端的情報処理

機能を併せ持つ「情報・視聴覚センター」の三つの部

門から構成されている。 
そしてこれらが単なる複合施設にとどまることなく、

それぞれの特性を発揮しながら、相互の関連を密にし

て機能することにより、さらなる相乗効果をあげ、本

市における研究・研修の中心的施設として、昭和 59年

６月に着工され、昭和 60年 12月に完成、昭和 61年５

月に開所されたものである。 
 
１ 施設の概要 

 本施設は、外観の形状がユニークであると同時に内

部の各室も画一化を避け、機能・形状に特性を持たせ

ている。又、コンピュータを中心とした情報機器類や

音声映像装置などを取り入れ、研究・研修、教育相談、

学習情報提供サービスに活かされるように工夫されて

いる。 
 
 
 

 

２ 調査研究 
令和５年度の調査研究は、実践研究主題を「自己実現を図り、持続可能な社会を創る資質・能力の育成」として

研究を推進した。 

 

研究領域 研 究 会 議 名 研 究 主 題 

長期研究員・研究

員による実践研究 

外国語教育 
自分で選択して伝えるやり取りの言語活動をめざして 

―気付きを促す Teacher Talk とその支援― 

キャリア・パスポート 
自己理解を深める「キャリア・パスポート」の効果的な活用 

―自分のよさや可能性を高めようとする姿をめざして― 

学力分析 

川崎市学習状況調査の結果活用に関する研究 

―資質・能力の育成をめざした授業改善のための、調査結果活用モデルの

開発― 

高校教育 

高等学校における、授業改善に向けたはじめの一歩 

―思考プロセスの可視化「あいだのいちまい」による形成的な評価の実践

を通じて― 

GIGA 端末活用 
GIGA 端末を活用し、自らの学習を調整する児童生徒の育成 

―振り返りの場面における学習記録の共有を通して― 

支援教育 子どもの実態に合った支援方法を立案できる対話をめざして 
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―行動とその前後の出来事の観察から― 

ｶｳﾝｾﾗｰ研究員の実

践研究 
カウンセラー研究 

適切な生徒理解に基づく生徒指導のための一考察 

―児童生徒指導ハンドブック 2023 の活用を通して― 

指導主事・研究員

による実践研究 

社会科 

主体的に問題・課題を解決し、社会に関わろうとする態度の育成 

―子どもたち一人一人が単元を見通し、振り返り学習過程・活動を通して

― 

図画工作・美術 
自分らしい表現を目指して試行錯誤する子どもの育成 

―お互いのよさを認め合う鑑賞と試して表現する活動を通して― 

総合的な学習の時間 

子どもが「～したい」という思いや願いをもって主体的に探究活動に取り

組む姿を目指した単元づくり 

―動機付けと課題設定の在り方に着目して― 

道徳 深い学びへとつなぐ、「道徳的価値」や「教材」への自我関与 

健康教育 
不安や悩みを伝える大切さについて学ぶ授業づくり 

―発達段階に応じたアプローチ― 

調査・基礎研究 

カリキュラムセンター 
R4「１人１台端末」を効果的に活用した学習指導に関する研究 

R5 川崎市学習状況調査のデータの利活用に関する研究 

情報・視聴覚センター 情報教育（情報モラル教育）の実態についての調査・基礎研究 

教育相談センター 不登校児童生徒の抱える背景と支援の実態についての調査・基礎研究 

特別支援教育センター 児童生徒の困難さに応じたＧＩＧＡ端末の活用に向けた研究 

施策研究 カリキュラムセンター 

新川崎市学習状況調査の分析及び活用とスタディ・ログに係る研究 

習熟の程度に応じたきめ細やかな指導に係る研究 

かわさきＧＩＧＡスクール構想に係る研究 

全国学力・学習状況調査の分析及び活用に係る研究 

 

(1) 研究報告 

ア センターの研究報告会(令和６年１月24日) 

当センターの実践研究及び調査・基礎研究を報告

し、研究協議、指導講評を通して研究の成果を市

内の学校、社会教育機関に還元した。 

   研究報告：12分科会（オンライン含む） 

   参加者：615名 

 イ 教育研究所連盟等対外研究発表 

・神奈川県教育研究所連盟 第70回教育研究発表 

大会（県立総合教育センター） 

研究発表：６分科会 

   参加者：41名 

・関東地区教育研究所連盟 第94回研究発表大会 

 

(2) 研究冊子等の発行 

「研究紀要」37号の刊行。各研究機関、市内学校教

育・社会教育機関へ配布した。 

 

３ 教育関係職員研修 
(1) 目的 

  教育関係職員等を対象に、川崎市教職員育成指標に基

づいて専門性の確立とライフステージに応じた資質・能

力の向上をめざし、充実・精選した研修を行い、本市教

育の発展に資する。 

 

(2) 基本方針 

ア 各センターの連携を図り、ライフステージに応じ

た研修を推進し、系統的に研修できるようにする。 

  イ 各研修においては、適切な講師の招聘及び内容の

焦点化、実施形態や実施方法の工夫・改善を図り参

加者にとって有意義な、魅力ある研修とする。 

  ウ 各研修においては、実践的・体験的な内容を多く

取り入れる。また、演習や実習等で使用する資料は、

各学校等での実践に活用できるようにする。 

 

(3) 重点課題 

ア 川崎市教職員育成指標に基づき、各研修で育成を

めざす資質・能力を明確にし、教員の多忙化につな

がらないようにしながら、研修内容を見直す。 

  イ 教員がよりよく資質・能力を向上させていくた

めに、研修・研究と実践との往還を意識したり、

校内ＯＪＴを活性化させたりしているかを確認す

る。（研修の還元状況の把握に努める。） 

 

(4) 研修の推進 

基本方針及び重点課題に基づき、令和５年度は次の研

修を実施した。 
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ア 必修研修 

   ①ライフステージに応じた研修 

・新規採用教員研修（養護教諭、学校栄養職員を含

む） 

・年次別研修（２年目教員、３年目教員、２校目異

動者、中堅教諭等資質向上、15年経験者） 

・新任総括教諭研修 

   ・管理職研修（新任校長、新任教頭、校長、教頭） 

   ②経験に応じた研修 

   ・小学校夏季体育実技 

・中学校夏季体育実技 

・小学校新規採用教員水泳実技  

・小学校音楽科実技 

・中学校理科教員安全指導等 

・小・中学校合同道徳教育 

   ③その職に応じた研修 

・新任教務主任 

・養護教諭   

・学校プール安全衛生・蘇生法 

・中学校外国語教育指導力向上 

・高等学校外国語教育指導力向上 

・小学校外国語教育推進担当者（ＣＥＴ） 

・理科主任研修会 

・道徳教育推進教師 

・キャリア在り方生き方教育・進路指導 

・特別支援学級等新担任者 

・特別支援学級等新担任者２年目 

・特別支援学校２年目 

・通級指導教室新担任者等 

・支援教育コーディネーター養成 

・新任栄養教諭 

・ＧＩＧＡスクール構想推進教師（GSL）研修 

・情報教育学校担当者 

・学校ウェブサイト担当者 

   イ 希望研修 

① ＩＣＴ活用研修      ３講座 

② 授業力向上研修      15講座 

③ 教育課題研修       14講座 

④ 職能別スキルアップ研修  ３講座 

ウ リクエスト研修（学校支援研修） 

  各学校の要請に応じて、担当指導主事が個々に支

援や助言等を行った。 

エ その他の研修 

  教育研究（部）会等との共催研修を行った。 

 

４ 教育の情報化 

 「川崎市立学校における教育の情報化推進計画」に基づ

き、教育の情報化を推進するため、市立学校のＩＣＴの環

境整備、市立学校の教育用ネットワーク（学習用・校務

用・図書館用）の運用管理、教員の授業力向上に向けてＩ

ＣＴ活用指導力を高めるための研究・研修、教職員の業務

の効率化を図るためのシステムの運用等を行った。 

 特に、国より提唱された「ＧＩＧＡスクール構想」の実

現に向けたＧＩＧＡ端末の活用について関係部署と連携を

図りながら円滑に行った。 

 また、即時性の高い学校ウェブサイトを目指し、ＣＭＳ

(コンテンツマネージメントシステム)の運用を進めた。 

 
(1) 教育の情報化に向けた研究の推進 

 長期研究員と研究員による「GIGA 端末を活用し、自

らの学びを調整する児童生徒の育成」の研究を行った。

また、市内２校の教育情報化推進モデル校と推進協力校

13 校での実践をもとに研究を進め、好事例を教職員向

け情報共有サイトで公開した。 

 

 (2) 授業力向上に向けたＩＣＴ活用指導力を高めるため 

の研修の充実 

 指導力の向上や確かな学力の育成、校務の標準化・効

率化を図るために、効果的なＩＣＴ機器の活用研修を推

進した。 

 ・校務支援システム研修（全４回） 

・ＩＣＴ活用研修（希望研修３回） 

 ・リクエスト研修（情報５回・ＧＩＧＡ12回） 

・情報モラル研修（希望研修１回） 

・「かわさきＧＩＧＡスクール構想」実現に向けた研修

（ＧＳＬ研修３回・希望研修20回） 

 

(3) 市立学校等ＩＣＴ機器の計画的整備 

「かわさきＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けた

ＩＣＴ環境の整備及び保守運用を進めた。 

  ＜整備及び保守運用の内容＞ 

・児童生徒１人１台分のコンピュータ端末の保守運用 

・１人１アカウントの保守運用 

・ＩＣＴ支援員の配置 

・緊急時対応用モバイルＷｉ－Ｆｉルータ・回線確保 

・大型提示装置及びテレビスタンドの更新、老朽化テ

レビの処分 

 

(4) 教育情報ネットワークシステムの活用促進 

 ・教育情報・学習指導案データベースの有効活用 

 ・学校ウェブサイトの更新・充実への研修等の支援 

 ・図書館総合システムの有効活用 

 

（5）校務支援・学務システム等の活用促進 

   教員の校務の効率化と重要情報保護の観点から校務

支援システムや学務システムの円滑な運用を図った。

新校務支援システム（Ｃ４ｔｈ）の機能拡張した「ダ

ッシュボード」について、操作等を支援するために訪

問サポートを行い活用の促進を図った。 

 

(6）教職員の情報モラルの徹底と市立学校の情報セキュ

リティの向上 

   「川崎市セキュリティ基準」の改正に伴い、情報送

信の方法等について学校情報セキュリティ対策基準の

改定を行うとともに、個人情報や共有フォルダ等の扱

い方について、教職員に対し情報モラルに関する研修

や資料提供を行った。 

 

（7）市立学校インターネット問題に対する取組の推進 

「川崎市立学校インターネット問題相談窓口」での

相談（電話・メール）件数は年間51件 

保護者・大人向けにネットトラブルの未然防止及び啓

発等のため、「川崎市版 保護者向けインターネットガ

イド」を作成し、全小１～高３保護者・教職員に配布
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した。 

 

５ 視聴覚教育 
  市民の学習ニーズがますます多様化、高度化、個性化す

る中で、視聴覚媒体による情報提供は、一段と重要性を増

しつつある。視聴覚センターは、地域の情報センターとし

て、良質な視聴覚メディアを提供するなど、学習効果を高

める条件整備に努めている。主な事業は、次のとおりであ

った。 
 

(1) 視聴覚教材・機材の貸出業務 

集配車を週２回(水・金)運行し、視聴覚ライブラリー

（教育文化会館・各市民館）を窓口として貸出業務を行

った。 

令和５年度の教材・機材の貸し出し本数は 215 本、利

用人数は7,661人であった。 

 

(2) 平和教育推進事業 

関係各局で実施する平和教育推進事業の一つとして、

平和教育映像教材等連絡調整会議を開催し、平和教育等

に関する映像資料に関する助言を得て、11 作品を購入し

た。 

 

(3) 第41回「わが町かわさき映像創作展」 

児童・生徒、学生自らの創造的な映像制作活動や教職

員による教育的映像創作活動を通して、日常生活の中に

映像文化を高めることを目的とし、川崎市に関すること

や学校の教育活動で制作した映像悪品を募った。応募総

数30点、入賞作品12点 

 

６ 教育相談・特別支援教育 
(1) 相談 

児童生徒が示す行動は、近年ますます複雑で多様化し、

子ども本人・保護者、教師の悩みは深い。当センターで

は、より良い援助ができるように、来所相談、電話相談

の体制を整え研修を積み、相談活動の充実を図ってきた。 

また、教育相談センターと特別支援教育センターは常

に連携を取り、協力体制のもとに教育相談を進めてきた。 

教育相談センターが担当した令和５年度の相談では、

性格・行動に関する内容が多く、新規来所相談のうち約

７割は不登校に関するものである。 

特別支援教育センターの令和５年度の新規来所相談件

数は 1,568 件だった。小学校入学に関わる就学相談につ

いて、児童の障害の状態や保護者の意見の多様化等によ

り合意形成が困難なケースが増えてきている。他機関を

訪問する等、多様な場面での様子も把握しながら、適切

な助言を行うなど工夫している。 

学校コンサルテーションでは、来談者や学校の要請に

基づき、教育相談や特別支援教育に関する支援を行った。

特別支援教育に関しては、検査結果報告書を作成した

（381 件）。また、多様化する相談内容に適切に対応でき

るよう相談員の研修に努めている。 

 

 

(2) ゆうゆう広場 

市内６か所に設置しているゆうゆう広場（みゆき・さ

いわい・なかはら・たかつ・たま・あさお）では、通級

する不登校の児童生徒に対し、小集団での体験活動・学

習活動等を通して、自主性の育成や人間関係の適応性を

高めることにより、学校や社会への復帰につながるよう

支援・援助を行っている。令和５年度は、小学生 106

名・中学生 146 名の計 252 名が通級した。また、ゆうゆ

う広場専用のマイクロバス「ゆうゆう広場号」の活用に

より、いろいろな施設利用が定着し、活動の面でもその

幅が大きく広がっている。 

 

(3) 不登校家庭訪問相談 

不登校家庭訪問相談事業では、学校に行けない（不登

校）、あるいは家に閉じこもり気味の状態である子ども

の家庭を家庭訪問相談員が訪問している。令和５年度の

訪問件数は34件であり、延べ166回の相談を行った。 

 

（4）スクールカウンセラー・学校巡回カウンセラー 

スクールカウンセラーを市立全中学校、市立高校に配

置し、令和５年度の相談延べ人数は24,581人であった。 

また、令和４年度より、学校巡回カウンセラーを７名

から15名に増員し、市立小学校へは、月２回程度の定期

派遣を開始したが、加えて特別支援学校への定期派遣も

開始した。学校巡回カウンセラーの年間相談延べ人数は

15,868 人と、前年度よりさらに増加し、学校での支援が

定着してきていると考えられる。 

この他、学校が関係する事件事故に対する緊急支援と

してのカウンセラーの派遣も行い、児童生徒の心のケア

にあたった。 

 

(5) 特別支援教育の振興 

第２期川崎市特別支援教育推進計画に基づき、以下の

事業等に取り組んだ。 

① 一貫した相談支援体制の整備 

  ・学習指導要領に基づいた個別の教育支援計画（サポ

ートノート）の活用推進 

  ・就学相談・教育相談における書式の活用推進 

② 特別支援学校の機能拡充と特色ある学校づくり 

  ・特別支援学校の地域支援体制（センター的機能担当

教員による巡回・要請支援）の充実 

③ 小・中・高等学校における支援教育の推進 

・全校種で支援教育コーディネーターに名称統一 

・全小学校に支援教育コーディネーター専任化に加 

えて、全中学校に支援教育コーディネーターが業務

に専念できるよう非常勤講師を配置 

・高等学校9校に高等学校支援員を派遣 

④ 教員の専門性の向上（各種研修）等 

  ・学校現場のニーズに即した研修内容の再構築 

・合理的配慮提供、ユニバーサルデザインの授業に 

関わるリクエスト研修の実施 
 
７ 外国語指導助手（ＡＬＴ）等の配置事業 
令和５年度は外国語指導助手（ＡＬＴ）113 名を小・

中・高等学校、特別支援学校及びゆうゆう広場に計画的に
配置した。また、小学校外国語（英語）教育中核教員研修、
中・高等学校外国語（英語）教育指導力向上研修を実施し、
教員の指導力向上を図った。 
 

８ 広報活動 
総合教育センターの事業の紹介・報告、施設・教育機器
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の利用促進を図るために、「所報」を年２回、「センター通
信」を年３回発行した。また、研修、研究及び調査の報告
をまとめた「事業報告書」を刊行した。 
 これらの刊行物を各教育機関や教育関係職員等に送付し
た。 
 
９ ギャラリー 
 「川崎の教育を一目で」わかるようにと１階のギャラリ
ーに関係資料を陳列した。小・中・高等学校、特別支援学
校用教科書等の常設展示場（教科書センター）として設置
されており、常時閲覧することができる。 
 
 
10 運営会議 
 総合教育センターの運営について、14 名の学校教育及び
社会教育の関係者並びに学識経験者によって構成される運
営会議を開催した。なお、令和５年度は次のとおり開催し
た。 

第１回 令和５年７月１３日 
第２回 令和６年３月１４日 
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 教育文化会館・市民館・分館
 
１ 基本方針 
 教育文化会館・市民館・分館は、市民の学習の自

由と自治を守り、市民主体の社会教育・生涯学習を

つくってきた歩みをさらに力強いものにするために、

次の基本方針により事業を実施している。 
(1) 市民一人ひとりの学習する権利と自由を保障

し、市民の主体的な学習活動を振興する。 

(2) 人権尊重の精神に基づき、市民一人ひとりが

互いに認め合い共に生きる社会の創造をめざす。 

(3) 市民の主体的な学習活動の振興を通して、市

民参画と協働による市民自治の実現をめざす。 

  令和５年度も、社会や地域の課題の解決をめざし

た学びの場づくりへの市民参加を促進し、学びと

人々のつながりづくりが、市民と市民、市民と職員

との協働によって展開され、新たな公共性の創出に

寄与することをめざした。 

 
２ 事業の柱 
(1) 社会参加・共生推進学習事業 

社会参加の機会を得にくい人（障がいのある

人、外国人市民）を対象とした学習機会や、市

民ボランティアとの共同学習の機会の提供によ

り、社会参加促進や共に生きる地域社会の構築

をめざす。 

識字学習活
動 

外国人市民等が日本での生活を円
滑に営めるよう、日常生活に必要な
基礎的な日本語の学習を支援すると
ともに、学習者とボランティアが学
び合う関係づくりをとおして、共に
生きる地域社会の実現をめざす。
（R5:13 学級開設） 

識字ボラン
ティア研修 

識字学習活動にこれから関わる人
へ向けて、また現在活動中のボラン
ティアの資質の向上を図る。（R5:1
8 研修 
開設） 

社会人学級 様々な事情で十分学習できなかっ
た人が、中学課程の国語、数学など
日常生活に必要な基礎的教養を身に
つける機会として開設する。（R5:1
学級開設） 

障がい者社
会参加学習
活動（令和
６年度は障
害者社会参
加学習活
動） 

障がいのある人の社会参加を進め
るため、地域社会での余暇活動の体
験や交流により共に生きる地域社会
の実現をめざす。（R5:7 学級開設） 

障がい者ボ
ランティア

障がい者社会参加活動の充実とボ
ランティアの人権意識の向上をめざ

研修（令和
６年度は障
害者ボラン
ティア研
修） 

して、障がい者の理解やボランティ
ア活動のあり方についての研修を実
施（R5:1 研修開設） 

 

(2) 市民自治基礎学習事業 

平和・人権・男女平等などの現代的・普遍的課

題、子育てなど地域社会の課題を市民が共同で解

決していくための多様な学びの機会を提供する。 

 

[普遍的課題学習活動] 

平 和 ･ 人

権・男女平

等推進学習 

共に生きる地域社会の創造をめ

ざし、憲法、教育基本法の理念に

基づき、平和や人権の尊重、性に

よる差別や人権に関する問題解決

に関して多様に学ぶ学級を、市民

が企画に参加して開設する。 

（R5:16 学級開設） 

 

[世代別学習活動] 

青少年教室

事業 

小学生・中学生・高校生等を対

象として、青少年期の課題解決あ

るいは地域参加に向けた学習機会

を提供するとともに、地域の中で

の仲間づくり、つながりづくりを

促進する。 

（R5:12 学級開設） 

成人教室事

業 

成人層を対象として、成人期の

課題解決あるいは地域参加に向け

た学習機会を提供するとともに、

地域での仲間づくり、つながりづ

くりを促進する。 

（R5:3 学級開設） 

シニアの社

会参加支援

事業 

シニア世代等を対象として、地

域課題解決あるいは地域参加に向

けた学習機会を提供し、シニア世

代等の市民がこれまで社会で培っ

た豊富な経験と知識、多様な能力

を活かし、これまで関わりの少な

かった地域社会での様々な活動に

参加できるよう支援する。 

（R5:16 学級開設） 

高齢者セミ

ナー 

高齢期の課題解決に向けた学習

機会を提供する。また、学習を通

じた、生きがいづくりや健康づく

りを促進するとともに、幸福な高

齢期をおくるための支援をする。

（R5:9 学級開設） 

 

 

[子育て・共育学習活動] 
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家庭・地域

教育学級 

子どもを理解し、親の役割や家

庭、地域の課題に関する学習機会

を提供し、親として市民としての

学びを支援する。（R5:21 学級開

設） 

市民館保育

活動 

親等の学習活動への参加や、乳

幼児の育ちを支援するために、事

業に併設する形で保育活動を実施

し、地域で支え合う子育ての環境

醸成をめざす。（R5:29 事業） 

保育ボラン

ティア研修 

保育活動を支えるボランティア

の資質の向上を図り、地域で支え

合う子育ての環境醸成をめざす。

（R5:3 研修開設） 

 

[家庭教育推進事業] 

ＰＴＡ家庭
教育学級 

子どもの理解や親の役割、家庭環
境や地域課題をめぐる諸課題につい
ての学習を、主に小・中学校ＰＴＡ
を中心に開設する。（R5:112 学級） 

子育て支援
啓発事業 

子育てに関する保護者同士の情報
交換・交流のための広場の開設等を
７行政区で実施する。（R5:17 事
業） 

家庭教育支
援講座 

家庭教育に関してより気軽に参加
しやすい学習機会を提供するため、
多様な主体と連携して講座やイベン
トなどを実施する。（R5:1 講座） 

 

(3) 市民学習・市民活動活性化学習事業 

活力ある地域社会の創造をめざし、地域課題

学習や文化活動など市民の自主的な学習や活動

を支援・促進する。 

 

 [市民自主学級・市民自主企画事業] 

市民自主学級 地域や社会の問題の解決に市民

自らが取り組んでいく上で必要な

学びの場づくりを、市民と行政の

協働により開設する。（R5:10 学

級開設） 

市民自主企画

事業 
地域の特性に応じた生涯学習・

文化芸術の振興や市民の交流・ネ

ットワーク活動など、多様な形態

の事業を市民と行政の協働により

実施する。（R5:18 事業実施） 

 
[市民活動エンパワーメント事業] 

市民エンパワ
ーメント研修 

生活・地域課題、今日的課題を
市民自らが解決していくことがで
きるように、市民活動、ボランテ
ィア活動に必要な学習として実施
する。（R5:15 研修実施） 

市民講師活用
事業（令和６
年度は市民講

様々な分野において豊富な経験
や資格、技術等を持っている市民
が、地域の生涯学習における身近

師事業） な学習支援者「市民講師」として
活躍できるよう育成・支援を行
う。 
（R5:11 学級開設） 

リカレント教
育推進事業 

市民の学び直しの学習機会を提
供することにより、市民自身が生
涯にわたり学び続けていく自己啓
発活動等の促進を図る。 
（R5:3 学級開設） 

ＰＴＡ活動研
修 

各地区の特色を活かしながら、
ＰＴＡ活動の更なる活性化を図る
ための研修を各区で実施する。（R
5:7 研修実施） 

生涯学習交流
集会 

いきいきとした各区の社会教育
の展開に向け、市民と職員が意見
を交換し、市民主体の地域の生涯
学習を創り出すことをめざして実
施する。（R5:11 集会実施） 

 
[表現・舞台活動支援事業] 
表現・舞台活
動支援事業 

市民の主体的で自由な表現活動
を振興し、地域に根ざした市民の
文化創造に資することをめざす。
（R5:未実施） 

 
[学習情報提供・学習相談事業］ 
市民の学習と活動を支援するため、様々な学習情

報・市民活動情報の収集・整理・提供を行う。 
 

(4) 市民・行政協働・ネットワーク学習事業 

地域の生涯学習の推進や、子育て・福祉・環境

などの様々な地域課題へ協働して取り組んでいく

ために、関係機関や学校、市民団体との連携を各

区で進める。 

 

(5) 現代的課題対応学習事業 

社会の変化や折々の時代の要請に的確に対応

し、喫緊の地域課題の解決に向けた柔軟な学習

活動を推進する。 

地域コミュニ
ティ交流・学
習事業 
 
 
 
 

地域コミュニティの課題解決あ
るいは地域コミュニティの活動・
交流に関わる学習機会を提供し、
市民自らが地域の課題解決や活
動・交流に参加していけるよう支
援する。（R5:10 事業実施） 

現代的課題学
習事業 

現代的、今日的な課題に係る学
習機会を提供し、今を生きる市民
の学習を支援する。（R5:15 事業
実施） 

 

(6) 教育文化会館・市民館学習環境整備事業 

教育文化会館・市民館・分館を市民の生涯学習、

市民活動の拠点とするために、様々な学習環境を
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整備する。 
  事業：各種広報活動、視聴覚ライブラリー事業

など 
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教育文化会館・市民館・分館施設一覧 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

教育文化会館 
昭和 42年４月設立 

（旧産業文化会館、平成２年改名） 

設備 会議室７、大会議室(300 名)、学

習室６、談話室、美術工芸室、実

習室、茶華道教室、視聴覚教室、

料理教室、イベントホール、ギャ

ラリー、児童室 

交通 JR 川崎駅東口からバス「カルッツ

かわさき・富士見公園」下車１

分、川崎駅下車 15分 

川崎区の面積は 40.25ｋ㎡で市内最
大規模の面積である。地域は中央地
区・田島地区・大師地区の３つに分か
れている。工業・商業・行政の要地と
住宅地が同居しながら変貌しつつあ
る。また、外国人登録人口が市内で最
も多く、多文化共生のまちとして生涯
学習の展開が求められている。 

 教育文化会館大師分館 
平成７年 11月設立 

設備  図書館、和室、学習室２、談話

室、児童室、実習室 

交通 京浜急行大師線川崎大師駅 

下車２分 

大師分館は、京急川崎大師駅から徒
歩２分の商業地域の 13 階建てマンショ
ンの２階部分を市民館と図書館とで占
める都市型複合館である。宗教施設や
商工業の町というイメージが強い大師
地区だが、地域の伝統に基づいた新し
い学習・文化のまちづくりの一端を担
う施設として、地域住民の期待は高
い。 

 
 

教育文化会館田島分館 
平成４年 10月設立 

設備 図書館、和室、学習室２、談話

室、児童室、実習室 

交通 JR 川崎駅東口からバス「大島三丁

目」下車２分 

田島分館(プラザ田島)は地域の身近
な生涯学習の拠点として親しまれてい
る。近隣には、ふれあい館、朝鮮初中
級学校、特別支援学校、こども文化セ
ンター、小・中学校、いこいの家や幼
稚園も点在している。田島地区は商工
業と住宅の混在する地域として、ま
た、多様な価値観の並存する地域・高
齢化率の市内で最も高い地域として
等、様々に特徴づけられる性格も併せ
持っている。こうした中で地域の人々
による「発信」をめざし生涯学習事業
を展開している。 

 
 

幸市民館 
昭和 55年７月設立 

設備 ホール(840 席)、会議室４、大会

議室(200 名)、実習室、料理室、

和室、音楽室、体育室、ギャラリ

ー、児童室 

交通 JR 川崎駅・武蔵小杉駅からバス

「幸区役所入口」下車２分 

幸区は、７区の中で最も小さい区
で、川崎駅西口など高層化された再開
発地区と住宅と工場が混在した下町風
な住宅地区を併せ持つ人口密度が高い
地域である。川崎駅西口や操車場跡地
の再開発が進み、大規模ショッピング
センターや K2 タウンキャンパス、かわ
さき新産業創造センター、大型マンシ
ョン等が整備されている。幸市民館で
は、多様な市民団体と連携しつつ、市
民と協働で事業を展開している。 

 幸市民館日吉分館 
平成 15年７月設立 

設備 図書館、学習室４、和室、実習

室、児童室、談話室 

交通 バス「夢見ケ崎動物公園前」下車

５分、JR新川崎駅下車 10～15 分 

 
 
 

日吉分館は、基本構想づくりから市
民と行政のパートナーシップにより整
備が進められ、市民の希望とアイデア
をつめこんだ生涯学習施設として平成
15 年７月に日吉合同庁舎３階に図書館
と一緒に開館した。１階の日吉出張所
との合築の利点を活かし、地域の身近
な学習・文化活動の拠点として期待さ
れている。 
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中原市民館 
昭和 49年６月設立(平成 21年４月移

転) 

設備 ホール(375 席) 、会議室６、和

室、料理室、実習室、視聴覚室、

音楽室、体育室、児童室、ギャラ

リー、グループ室 

交通 東急東横線・東急目黒線・JR武蔵

小杉駅下車３分 

中原区は川崎市のほぼ中央に位置
し、JR 南武線・横須賀線と東急東横
線・目黒線が通る武蔵小杉駅を中心
に、市の南北を結ぶ鉄道の連絡点であ
ることに加え、東京・横浜の結節点と
なっているほか、駅前から各方面へ向
かうバス路線網など交通の要衝となっ
ている。 区の人口は近年高層マンショ
ン建設の影響も受け増加を続け、人口
密度も含めて７区中で最多となってい
る。市民館は武蔵小杉駅前にある高層
マンションの１・２階にあり、利便性の
良さから、年間を通して多くの市民に
利用され、親しまれている。 

 
 

高津市民館 
昭和 49年７月設立(平成９年９月移

転) 

設備 ホール(600 席)、会議室６、大会

議室(300 席)、 和室、実習室、視

聴覚室、音楽室２、料理室、児童

室、体育室、ギャラリー、グルー

プ室 

交通 東急田園都市線溝の口駅・JR武蔵

溝ノ口駅下車２分 

JR 南武線と東急田園都市線の交差す
る溝口・二子を中心に発展した高津区
は、市内でも有数の商・工業集積地で
交通の要衝でもある。区域は、工業・
商業機能が展開する高津地区と、考古
学上貴重な遺跡が残り都市農業も展開
される住宅地域の橘地区で構成されて
いる。区の人口は若干の増加傾向にあ
る。市民館は平成９年９月に、溝口駅
前の再開発ビル(ノクティ２)に移転し
た。駅前で交通の便が良いため、利用
率は極めて高く多くの市民に利用され
ている。また、橘分館とともに、高津
区における生涯学習の場・情報・機会
提供の拠点として、より一層の期待が
寄せられている。 

 高津市民館橘分館 
平成５年 10月設立 

設備 図書館、学習室４、和室、実習

室、児童室、談話室、ギャラリー

コーナー 

交通 バス「子母口住宅前」下車８分 

橘分館は、高津区南部に位置し、中
原区、宮前区、横浜市港北区に隣接す
る緑豊かな自然環境に恵まれた地域で
ある。近年は周辺の宅地化が進み、人
口が増加している。市民館・図書館両
方の機能を併せ持つ当館は、身近な社
会教育施設としての期待は高く、子ど
もからシニアまで多世代の市民に親し
まれている。 

 宮前市民館 
昭和 60年７月設立 

設備 ホール(910 席)、会議室４、大会

議室(210 席)、和室、実習室、視

聴覚室、料理室、体育室、ギャラ

リー、児童室、グループ室 

交通 東急田園都市線宮前平駅 

下車 10分 

宮前区は、川崎市の北西部、多摩丘
陵の一角に位置し、緑に包まれた自然
豊かな地域である。昭和 40 年代に東急
田園都市線や、東名川崎インターチェ
ンジが開通・開設され、交通の利便性
が高まったことから、郊外住宅地とし
て開発が進んだ。今もなお宅地開発が
進行し、人口が増加している。区民の
市民活動に対する意識も高く、活発な
地域活動が展開されている。市民館は
生涯学習の拠点、世代間交流の場とし
て利用され親しまれている。また今
後、情報発信の場としての役割も期待
されている。 
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宮前市民館菅生分館 
昭和 62年４月設立 

設備 集会室、学習室、和室、児童室、

談話室 

交通 バス「蔵敷」下車１～３分 

菅生分館は、急速な宅地開発が進む
中、緑や畑がいまだ多く残る向丘地区
に設立され、利用者の大多数はこの地
域の住民で占められている。もとも
と、強い住民要望により設立され発展
してきた経緯もあり、多様な生活文化
学習の場として根づき、地域活動の拠
点として利用され、親しまれている。 

 多摩市民館 
昭和 47年９月設立(平成９年１月全面

改築) 

設備 ホール(908 席)、大会議室(200

席)、会議室６、学習室２、視聴

覚室、料理室、和室、実習室、児

童室、体育室、ギャラリー、グル

ープ室 

交通 小田急線向ケ丘遊園駅下車５分 

川崎の北部に位置する多摩区は、緑
豊かな自然環境や、様々な文化施設、
区にゆかりのある大学など豊富な資源
に恵まれた地域である。多摩市民館
は、多摩区における学習・文化活動の
拠点として生活上の課題の発見、解決
をめざして学習機会の提供、自主的な
学習活動の場、交流ふれあいの場、さ
らには学習相談など、生涯学習のため
の社会教育機関としての役割を果たし
ている。 

 麻生市民館 
昭和 60年７月設立 

設備 ホール(1,010 席)、大会議室(300

名)、会議室４、和室、料理室、

実習室、視聴覚室、体育室、ギャ

ラリー、児童室 

交通 小田急線新百合ヶ丘駅下車３分 

麻生区は多摩丘陵の尾根に広がる緑
豊かな自然環境と歴史的・文化的資産
に恵まれた地域にあり、芸術・文化の
まちづくりを進めている。区内では年
間を通じて様々な芸術・文化イベント
が開催されており、区民の学習意欲も
高く、自主的な学習活動も様々な形で
活発に展開されている。 麻生市民館は
小田急線の新百合ヶ丘駅から歩いてす
ぐのところにあるため利便性が高く、
麻生区における生涯学習のための情報
や機会を提供する拠点としての役割を
果たしている。 

 麻生市民館岡上分館 
昭和 53年５月設立(旧岡上文化センタ

ー) 

設備 集会室、和室、学習室、体育室、

図書室、児童室、談話室 

交通 小田急線鶴川駅下車 10分 

岡上は、麻生区南西部に位置し、町
田市と横浜市青葉区に囲まれた、川崎
市の“飛地”という特異な行政区域で
あり、里地・里山など緑のうるおいに
あふれ、また、古代遺跡や文化財が数
多く残る、自然環境に恵まれた所であ
る。分館は地域性を重視した文化・学
習の場、ふれあいの場としての役割を
果たしている。 
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図書館・分館・閲覧所 
 

川崎市立図書館は、７地区館（川崎・幸・中原・高

津・宮前・多摩・麻生）、５分館（大師・田島・日吉・

橘・柿生）、１閲覧所（菅）、自動車文庫１台のサービ

ス体制で一体的な図書館活動を展開している。図書館は

生涯学習社会を支え、市民の課題解決に役立つ資料・情

報の専門機関として、また「読書のまち・かわさき」を

担う重要な役割を担っている。資料収集については、限

られた資料費のなかで、幅広い市民の学習・読書、課題

解決のニーズに応えられるように効果的な選書、蔵書構

成を追求している。また一般に流通している図書から地

域で発行されるパンフレット類、様々な形態の資料など

幅広く総合的に収集・保存し、提供できるように努めて

いる。電子書籍サービスの試行実施後、本格実施へ向け

ての取組を進め、加えて令和５年度に図書館総合システ

ムの更新を行った。図書館利用の新たなサービスの拡充

を図るとともに、市立図書館と学校図書館の相互連携を

さらに進めていく。 

 

１ 令和５年度の図書貸出・予約状況 

令和５年度においては新型コロナウイルス感染症

の位置づけが第５類感染症へ移行されたことにより、

順次感染拡大防止策を縮小し、アフターコロナにお

ける図書館サービスのあり方を模索してきた。 

 手指消毒、手洗いは引き続き推奨し、カウンター

職員のマスク着用についても、状況を踏まえて継続

をしたが、おはなし会などの図書館イベントについ

ては感染症対策を行いながら、定期的に開催するな

ど、通常の図書館事業を実施することができた。 

令和５年度利用統計としては、新図書館システム

の稼働に伴い９月に約１ヶ月間、全館で部分開館

（開架資料閲覧のみ）、臨時休館を行った影響もあ

り、令和４年度と比べると全体的に利用状況は減少

した。個人利用統計については、１ヶ月にわたり貸

出等ができなかったため、通常よりも減少幅が大き

くなっている。個人貸出の冊数は 566 万冊となり、

令和４年度から 62 万冊の減少となった。貸出人数

についても 25 万人減の 248 万人となった。登録人

数は一定期間利用のない登録を整理しているため１

万人減の 36 万１千人となったが、その内令和５年

度に１回以上貸出等を行った利用者人数は 14 万８

千人と昨年度比 3,000 人程の減少にとどまっている。 

次に予約受付件数についても、部分開館、臨時休

館の影響から 177 万件と減少したが、１ヶ月平均は

昨年度とほぼ同数の 16 万件となっている。これに

より予約・返却回送は 244 万件と全蔵書数の約 1.2

倍の資料が各館を巡り、引き続き図書館資料が有効

かつ効率的に利用されている状況を示している。 

２ ＩＣＴ化によるサービスの向上と運営の効率化 

川崎市立図書館ではＩＣＴ推進を重要施策として

取り組んでおり、中原図書館の移転整備に合わせて

10 台の自動貸出機や無断持ち出し防止装置（ＢＤ

Ｓ）、自動書庫、自動予約棚等を整備するととも

に、地区図書館全館にも自動貸出機、ＢＤＳを導入

してＩＣＴを活用した図書館サービスの向上を推進

している。特に非接触による貸出の需要は継続して

高く、自動貸出機については、自動予約棚のある中

原図書館では利用率が 85％に近づいているほか、

川崎図書館においては 40％近くの利用がある。そ

の他 30%を超える館もあり、自動貸出機の認知は高

まっているが、今後も利用を呼び掛けていく。 

さらに自動車文庫においても新システム稼働に合

わせて、各ポイントで利用登録、資料の貸出・返

却、検索・予約等が可能となり、従来帰館後に行っ

ていた処理を現地でリアルタイムに行えるようにな

ったことで自動車文庫利用の利便性が格段に向上し

た。 

引き続き図書館資料のデジタルアーカイブ化を推

進し、図書館における市制 100 周年関連事業におい

てもデジタル化による「かわさき電子図書館」への

掲載などを検討しさらにデジタル化を進めていく。 

 

３ 「読書のまち・かわさき」の積極的な展開 

 「読書のまち・かわさき」への取組みとして、市

立小中学校、大学、議会図書室、川崎フロンターレ、

区役所、県立川崎図書館等との連携業務、図書のリ

ユース、各種市民団体・機関等との連携等を広範か

つ積極的に展開しながら、「第４次読書のまち・か

わさき子ども読書活動推進計画」に基づく取組を引

き続き推進した。また市立小中学校との連携につい

ては、小中学校全校及び特別支援学校図書館が図書

館総合システムにより運用されているほか、授業支

援（関係資料の収集・提供）、調べもの学習、図書

館見学、職業体験等の受入にも取り組んできた。ま

た「授業支援図書セット」の学校への団体貸出にも

対応できるようにしているところである。 

各区の学社連携会議については一部の区において

オンライン会議を行うなど、学校関係者がより参加

しやすい形式を工夫した。総括学校司書やボランテ

ィア研修への協力、区内学校図書館との連携強化な

ど、学校との連携について協議を進めた。 

 

４ その他の事業等 

各館において「今後の市民館・図書館のあり方」

に基づいた取り組みを継続して実施した。 
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図書館・分館等一覧 

 

 
 

 
川崎図書館 
 

平成７年４月設立 

蔵書数 178,362冊 
交 通 JR 川崎駅下車２分 

 

 

高津図書館 
（昭和63年3月移転） 
 

昭和12年４月設立 

蔵書数 242,611冊 
交 通 JR 武蔵溝ノ口駅 

下車 15分 
田園都市線高津駅 
下車５分 

 
 

 
川崎図書館大師分館 
 

平成７年11月設立 
蔵書数 47,905冊 
交 通 京浜急行大師線川崎大

師駅下車２分 

 

 
高津図書館橘分館 
 

平成５年10月設立 

蔵書数 35,316冊 

交 通 バス「子母口住宅前」

下車８分 

 

 
川崎図書館田島分館 
 

平成４年10月設立 
蔵書数 45,388冊 
交 通 JR 川崎駅東口からバス

「大島三丁目」 
下車２分 

 

 

宮前図書館 
 

昭和60年７月設立 

蔵書数 224,065冊 
交 通 東急田園都市線宮前平

駅下車 10分 

 

 

 

 

 
幸図書館 
 

昭和55年７月設立 

蔵書数 150,188冊 
交 通 バス「幸区役所入口」

下車３分 

 
 
 

 

 

多摩図書館 
（平成9年1月移転） 
 

昭和47年４月設立 
蔵書数 267,757冊 
交 通 小田急線向ヶ丘遊園駅 

下車５分 
JR 登戸駅下車 15分 

 

 
幸図書館日吉分館 
 

平成15年７月設立 

蔵書数 38,201冊 
交 通 バス「夢見ケ崎動物公

園前」下車５分 
JR 新川崎駅下車 10～15
分  

 

多摩図書館菅閲覧所 
 

平成５年９月設立 
蔵書数 28,346冊 
交 通 JR 稲田堤駅下車８分，

京王相模原線京王稲田
堤駅下車２分 

 

 
中原図書館 

（平成25年4月移転） 
 

昭和35年４月設立 

蔵書数 417,856冊 
交 通 JR・東急東横線 

武蔵小杉駅下車１分 
 
 
 

 

 
麻生図書館 
 

昭和60年７月設立 
蔵書数 209,120冊 
交 通 小田急線新百合ケ丘駅 

下車３分 

 
自動車文庫「たちばな号」 
 

昭和52年４月開始 

積載可能冊数 約3,000冊 
蔵書数 8,686冊 
開設ポイント箇所 21か所 

 
麻生図書館柿生分館 
 
平成15年６月設立 
蔵書数 41,844冊 
交 通 小田急線柿生駅 

下車５分 
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         各図書館の蔵書数                     （令和６年３月３１日時点） 

 蔵書数 （一般書） （児童書） (視聴覚資料) 

川崎図書館 178,362 133,549 39,945 4,868 

大師分館 47,905 30,574 17,327 4 

田島分館 45,388 25,807 19,578 3 

幸図書館 150,188 103,779 46,307 102 

日吉分館 38,201 19,265 18,860 76 

中原図書館 417,856 340,386 68,519 8,951 

高津図書館 242,611 150,333 92,192 86 

橘分館 35,316 19,619 15,693 4 

宮前図書館 224,065 150,334 73,612 119 

多摩図書館 267,757 202,344 60,998 4,415 

菅閲覧所 28,346 16,828 11,517 1 

麻生図書館 209,120 147,014 62,028 78 

柿生分館 41,844 21,503 20,336 5 

自動車文庫 8,686 2,986 5,700 0 

合計 1,935,645 1,364,321 552,612 18,712 

                                      

     各図書館の貸出冊数                     （令和６年３月３１日時点） 

 貸出冊数 （一般書） （児童書） (視聴覚資料) 

川崎図書館 484,914 301,865 165,131 17,918 

大師分館 105,757 52,447 52,544 766 

田島分館 76,422 38,734 37,276 412 

幸図書館 375,970 180,244 193,714 2,012 

日吉分館 191,201 78,842 111,507 852 

中原図書館 1,442,775 799,861 607,706 35,208 

高津図書館 521,961 285,770 232,786 3,405 

橘分館 143,053 68,260 73,719 1,074 

宮前図書館 771,858 416,163 349,850 5,845 

多摩図書館 594,443 336,438 242,220 15,785 

菅閲覧所 127,999 78,149 47,856 1,994 

麻生図書館 721,851 436,709 278,595 6,547 

柿生分館 86,026 43,259 42,262 505 

自動車文庫 15,429 4,216 11,213 0 

合計 5,659,659 3,120,957 2,446,379 92,323 

                        

資料費：図書・定期刊行物・視聴覚資料の購入費 
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※システム改修のため 9/4～9/30 まで貸出・予約休止 
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日 本 民 家 園 
 

日本民家園は、わが国の伝統的な木造建造物であ
る古民家を将来にわたって残すため、昭和 42 年に
開園した野外博物館である。主に江戸時代の古民家
を中心に、25 件が移築・復原されており、本館で
は民家の基礎知識が学べる資料が展示されている。 
また、古民家を活用した体験講座、民家園まつり、

旧所在地交流事業、芸能公演、各種催し物の他、年
中行事展示や炉端の会（ボランティア）による床上
公開なども行っている。 
平成 25 年度から施設維持管理、広報業務の一部

を指定管理へ移行し、生田緑地の横断的管理による
効率化と、緑地の魅力向上に努めている。令和６年
度は企画展示「くらやみ－夜と眠りのフォークロア
－」、「おじいさんは山へしば刈りに－山と川の生
活史Ⅰ－」、「おばあさんは川へ洗たくに－山と川
の生活史Ⅱ－」を開催予定。また、旧井岡家・旧作
田家の耐震補強工事、旧北村家の屋根等修理工事、
旧山田家ほか補修その他設計のほか小破修繕等を実
施予定。 

 
（以下、令和５年度報告） 

１ 展 示 
(1) 古民家展示 

古民家等の文化財建造物は移築の際に調査を
行い、できるだけ当初の姿に復原。古民家内
には生活用具、農具等の民具を展示 

(2) 本館展示 
民家及び民俗に関する展示を実施 

(3) 石造物展示 
道祖神などの石造物を、園路沿いに展示 

(4) 年中行事展示（月替わり） 
(5) 雪囲い展示（11 月～３月） 

茅などで家の周囲を囲い、雪と寒さを防ぐもの 
(6) 企画展示 
「東北の手仕事Ⅰ わら」  
「東北の手仕事Ⅱ 布」  
「くらやみ－夜と眠りのフォークロア－」 

 
２ 教育普及活動            
(1) 体験講座 

わら細工、竹細工、はた織り、藍染め 

(2) 芸能公演 
人形浄瑠璃公演「玉藻前曦袂 道春館の段」 

(3) 催物 
ア お月見トーク 
イ 特別実演「お蚕さまの絹糸-糸繰り実演-

」 
ウ 民家園で福招き！ 
エ 船越の舞台内部公開 
オ その他－むかし遊び、ベーゴマ大会、古

民家カフェ、夜間公開 
(4) 民家園まつり 
(5) 旧所在地交流事業 
(6) 民具製作実演 わら細工、竹細工、はた織り 
(7) 床上公開 

囲炉裏に火を入れ、２～４件床上部分を公開 
(8) 民家解説（建築、暮らし、子ども向け）、企 

画展示解説 
(9) 学校体験学習 

希望校に抽選で体験学習（昔の運搬体験・昔 
のあかり体験・井戸汲み）を実施 

(10) 博物館実習生受入 
(11) 講座「夜の民俗」 

 
３ 調査研究・資料整理 
(1) 企画展示図録『くらやみ－夜と眠りのフォー 

クロア－』 
(2) 民家園だより vol.98、99 

 
４ 施設維持管理 
(1) 耐震補強工事（旧作田家） 
(2) 屋根修理他工事（旧伊藤家・蚕影山祠堂） 
(3) 屋根修理他工事設計（旧北村家・旧野原家

他） 
(4) 園路・排水整備工事（旧山下家周辺） 
(5) 園内支障木管理 
(6) シロアリ調査 等 
 
５ 入園者数 
  令和５年度：115,373 人 
 
 

耐震補強工事中（重要文化財旧作田家住宅） 
 

 

敷地面積 32,387 ㎡ 
主な施設 古民家など 25 件（国指定重要文化財７件、国

指定重要有形民俗文化財１件、県指定重要文

化財 10 件、市指定重要歴史記念物７件）、本

館（展示室・事務室）、伝統工芸館 
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青少年科学館（かわさき宙
そら

と緑の科学館） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
生田緑地に立地する市内唯一の自然科学系の登録

博物館で、平成 24 年４月に通称「かわさき宙
そら

と緑

の科学館」としてリニューアルオープンした。 

令和５年度については、新型コロナウイルス感染

症の５類移行に伴い、プラネタリウムの座席数や講

座等の定員、運営方法について、段階的にコロナ禍

前に戻しながら開館業務並びに各種事業等の博物館

活動を行い、約 24 万人の来館者を迎えた。 

 

 

（以下、令和５年度報告） 
１ 展示事業 
(1) 自然分野 

川崎の大地、丘陵の自然、生田緑地ギャラリー、
街・多摩川の自然、気象、生田緑地の四季だよ
り、ピックアップテーブル、生田緑地マップ 

(2) 天文分野 
太陽系の天体、恒星と銀河、宇宙の構造、旧プ
ラネタリウム投影機、オーロラ写真企画展、企
画展「誕生 100 年 プラネタリウムの舞台裏」、
出張企画展（東海道かわさき宿交流館） 

(3) 科学分野 
科学工作展示 

 
２ 教育普及事業 
(1) 自然分野 

ア サイエンスワークショップ（自然分野） 
イ サイエンス教室（自然分野） 
ウ 自然サポーター研修会 
エ 生田緑地観察会                      

オ 地層・林の観察、総合的な学習の時間 
(2) 天文分野 

ア プラネタリウム投影（学習投影・一般投
影・特別投影・イベント投影） 

イ 星を見る夕べ 
ウ かわさき星空ウォッチング（出張観望会） 
エ アストロテラス公開（太陽の観察） 
オ サイエンス教室（天文分野） 
カ 天文サポーター研修会 
キ プラネタリウムワークショップ 
ク 出張プラネタリウム投影会（東海道かわさ 

き宿交流館） 
(3) 科学分野 

ア サイエンスワークショップ（科学分野）、 
サイエンスショー 

イ サイエンス教室（科学分野）、子ども創  
 意くふう教室 

(4) 学校支援 
ア 中学校連合文化祭への協力 
イ 小中学校理科優秀作品展 
ウ 中学校職場体験の受入れ 

 (5) 21 世紀子どもサイエンス事業 
ア ワクワクドキドキ玉手箱の運用（出前科 

学実験教室） 
イ  ゆうゆう広場科学実験教室 
ウ 科学サポーター研修会 

  エ かわさきサイエンスチャレンジへの出展 
 
３ 調査研究事業及び収集保存事業 
(1) 市内の自然に関する資料収集、調査研究 
(2) 太陽黒点観測調査 
(3) 気象観測記録 
(4) 天文に関する調査研究・資料収集 
(5) 学習教材の調査研究・科学教室の資料収集 

 
４ ネットワーク事業 
(1) 日本民家園との連携による七夕・お月見イベ

ントの開催 
(2) 専修大学共催「FIELD MUSEUM 展」の開催 

 
５ 利用状況（令和５年度） 

 入館者数            238,240 人 
 うちプラネタリウム観覧者    78,178 人 
うち講座等参加者         8,484 人 

         
     
     
      

      

        

        

        

        

        

        

構 造   自然学習棟 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

      研究管理棟 鉄筋コンクリート造 

延床面積  3,116.65 ㎡ 

主な施設  

自然学習棟 プラネタリウム（200 席） 

展示室、カフェテリア、ミュージアムショップ 

学習室、実験室、アストロテラス 

研究管理棟 標本製作室、図書資料室、ミーティングルーム 

調査研究室、天体観測室 

屋外展示  D51 形蒸気機関車 

企画展「誕生 100 年 プラネタリウムの舞台裏」より 
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学校給食センター 
 

本市では、中学校給食を実施するにあたり、学校給食センターをＰＦＩ方式により３か所整備し、

平成 29 年度から中学校において完全給食を提供している。 
 

（南部学校給食センター） 

 
 

（中部学校給食センター） 

 
 

（北部学校給食センター） 

 
 

 

 
 

所 在 地 幸区南幸町３丁目 149 番地２ 

敷地面積 8,704.60 ㎡ 

建築面積 5,484.52 ㎡ 

延床面積  7,230.39 ㎡ 

構 造  鉄骨造地上２階 

稼働開始 平成 29 年９月 

供給能力 15,000 食／日（アレルギー対

応食 150 食／日） 

配送対象中学校 22 校 

 

所 在 地 中原区上平間 1700 番地 373 

敷地面積 7,186.95 ㎡ 

建築面積 3,320.07 ㎡ 

延床面積  4,753.45 ㎡ 

構 造  鉄骨造地上２階 

稼働開始 平成 29 年 12 月 

供給能力 10,000 食／日（アレルギー対

応食 100 食／日） 

配送対象中学校 14 校 

所 在 地  麻生区栗木 2丁目 8番 5 号 

敷地面積 2,757.60 ㎡ 

建築面積 1,461.51 ㎡ 

延床面積  4,216.88 ㎡ 

構 造  鉄骨造地上３階・地下１階 

稼働開始 平成 29 年 12 月 

供給能力 6,000 食／日（アレルギー対

応食 60 食／日） 

配送対象中学校 12 校 
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